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静岡県栄養士会 田森稔浩

・介護報酬改定について

・障害福祉サービス等報酬改定について

・栄養ケアマネジメントの基礎



令和6年度社会保障制度（介護報酬）

改定について
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令和6年度 介護報酬改定 栄養関連の加算（概念図）

施 設

LIFE活用リ ハビ リ テーショ ン ・個別機能訓練、栄養、口腔の一体的取組
〈通所リハ〉 リ ハビ リ テーショ ンマネジメ ント加算（ハ）

居 宅

通 所

〈認知症G H 〉 栄養管理体制加算 ＊助言等を受ける事業所

栄養改善加算 ＊低栄養状態またはおそれのある者

口腔・栄養スク リ ーニング加算Ⅰ（口腔および栄養）
Ⅱ（口腔または栄養） ＊利用者全員

栄養アセスメ ント加算 ＊利用者全員 LIFE活用

療養食加算 ＊療養食が必要な者

I CT活用再入所時栄養連携加算 ＊厚生労働大臣が定める特別食又は嚥下調整食が必要な者

栄養マネジメ ント強化加算 ＊利用者全員 LIFE活用

LIFE活用リ ハビ リ テーショ ン ・個別機能訓練、栄養、口腔の一体的取組
〈老健〉リハビ リ テーショ ンマネジメ ント計画書情報加算（Ⅰ）、〈特養・地域密着型〉個別機能訓練加算（Ⅲ）、
〈介護医療院〉理学療法 注 7、作業療法 注 7、言語聴覚療法 注 5

経口移行加算 ＊経口摂取困難者

退所時栄養情報連携加算 ＊退所利用者 （栄養マネジメ ント強化加算との併算定不可）

口腔・栄養スク リ ーニング加算（口腔および栄養） ＊利用者全員

併
算
不
可

経口維持加算（Ⅰ）（Ⅱ） ＊摂食嚥下障害者



第239回介護給付費分科会（R6.1.22）参考資料18







11

2024年度（令和6年）策定 福祉職域栄養⼠の目指す姿〜⾼齢〜

地域共生社会における食・栄養の担い手になる

特別養護老人ホーム
介護老人保健施設

介護医療院

見取り ・ 褥瘡

食事

丁寧な栄養ケア
の実施

リハビリ

丁寧な栄養ケアの実施

通所リハ・通所介護
食事

介護予防の実施

介護予防・ 重度化防止

実習生受入れ

地域への食支援

通いの場・認知症カフェ・
配食など

認知症グループホーム
看多機・小多機など

丁寧な栄養ケアの実施
食事

連携

機能強化型認定栄養cs

※矢印( )は情報連1携1も含む



令和6年度改定後の方向性

課題1）栄養ケア・マネジメントの質の担保と標準化に向けた管理栄養⼠の配置促進

➢栄養マネジメント強化加算の算定率UP

➢リハビリテーション・機能訓練、栄養、口腔の一体的取組の周知・促進

課題2）医療-介護-障害-地域（在宅）の多職種連携

➢顔の⾒える関係づくりや合同研修会の開催

課題3）栄養ケア・ステーションの活用と機能強化型認定栄養ケア・ステーションの配置促進

課題4）実態形成および次期要望に向けた実態把握



令和6年度社会保障制度（障害福祉サービス等報酬）
改定について



障害福祉サービスにおける改定前の課題

課題① 入所系サービスの栄養マネジメント加算の算定率が低迷

課題② 通所系サービスに栄養ケア・マネジメント体制が無い

課題③ 医療機関や介護保険施設等との情報連携の評価が無
い



令和6年策定 福祉職域栄養⼠の目指す姿〜障害〜
地域共生社会における食・栄養の担い手になる

住まい

「福祉職域管理栄養士・栄
養士育成のための全国リー
ダー研修会：2024.2.24」

日中活動

医 療
病院・診療所

福 祉

児 者

連携

連携連携
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出典︓R5.10.30 第41回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料3 
横断的事項について②（視覚聴覚関係、栄養関係、食事提供体制加算）

第41回障害福祉サービス
等報酬改定検討チーム
（R5.10.30）

栄養スクリーニング加算【新設】
栄養改善加算【新設】
（対象︓生活介護）
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出典︓R5.10.30 第41回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料3 
横断的事項について②（視覚聴覚関係、栄養関係、食事提供体制加算）



出典︓R5.10.30 第41回 障害福祉サービス等報酬改 定検討チーム資料3

横断的事項について②（視覚聴覚関係、栄養関係）



出典︓R5.10.30 第41回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料3 
横断的事項について②（視覚聴覚関係、栄養関係、食事提供体制加算）



出典︓R5.10.30 第41回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料3 
横断的事項について②（視覚聴覚関係、栄養関係、食事提供体制加算）
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食事提供体制加算
（令和9年3月31日までの経過措置）
（対象︓生活介護、短期⼊所、⾃⽴訓練

、 就労選択⽀援、就労移⾏⽀援
、 就労継続⽀援A型、B型）

食事提供加算
（令和9年3月31日までの経過措置）
（対象︓児童発達⽀援センター）



出典：厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について を基に作成



令和6年度改定における障害分野の管理栄養⼠の⽅向性

１．障害者⽀援施設（施設⼊所）、福祉型障害児⼊所施設 における栄

養ケア・マネジメントの充実
→専門管理栄養⼠、認定管理栄養⼠の取得及び配置促進
→NCMのエビデンス構築

２．通所系サービスにおける、栄養ケアマネジメント体制の促進
→栄養ケアマネジメントのエビデンス構築

３．栄養情報連携の実態形成
→経験年数に応じたスキルアップ研修会の実施



参考資料

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定について（厚生労働
省）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_
00009.html
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定のポイント（日本栄養
士会）
https://www.dietitian.or.jp/data/welfare/r06/
令和3年度 障害福祉サービスにおける栄養ケア・マネジメント
実務（日本健康・栄養システム学会）
https://www.j-ncm.com/training_news/408/

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00009.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214_00009.html
https://www.dietitian.or.jp/data/welfare/r06/
https://www.j-ncm.com/training_news/408/
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